
出水期における防災体制
～佐渡地域における二級河川のホットラインとタイムラインの試行～

資料－３
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ホットラインとタイムライン

○ ホットラインの定義（中小河川ホットライン活用ガイドライン※）
本ガイドラインで位置付ける河川管理者から市町村長等へのホットラインとは、市町

村長が行う避難勧告等の発令の判断を支援するための情報提供の一環として、河川
管理者から、必要に応じ河川の状況、水位変化、今後の見通し等を市町村長等へ直接
電話等で伝える仕組みのことである。
※ H29.2国土交通省水管理国土保全局河川環境課

○ タイムラインの定義（タイムライン（防災行動計画）策定・活用指針※）
本指針において、タイムラインとは、災害の発生を前提に、防災関係機関が連携して

災害時に発生する状況を予め想定し共有した上で、「いつ」、「誰が」、「何をするか」に
着目して、防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画をいう。
※ H28.8 国土交通省水災害に関する防災・減災対策本部防災行動計画ワーキング・グループ

１ ホットラインとタイムラインの定義

基本的な考え方
○ 佐渡地域における二級河川のホットライン・タイムラインは過去の出水に基づき設定
○ 今年度は試行とし、１年を通じ検証を行う
○ 検証の結果に基づき、必要な箇所を修正し、次期減災対策協議会に提案する
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ホットラインとタイムライン
２ ホットラインの策定

項目 ホットライン活用ガイドライン 佐渡地域における運用

(1)対象河川 水位周知河川 水位周知河川＋水位計設置河川

(2)伝達者・
受達者

地域の実情を踏まえ決定
【事例】
①知事－市町村長
②県庁の河川担当部局の長－市町村長
③県庁の危機管理部局の長－市町村長or防災担当幹部
④出先機関（河川担当部局）の長－市町村長or防災担当幹部
⑤出先機関（危機管理部局）の長－市町村長or防災担当幹部

河川管理者（地域整備部長）
↕

佐渡市長

(3)伝える
事項

① 現在の水位状況
② 今後の水位上昇と降雨状況
③ 想定危険箇所と想定被害
④ 類似した過去の出水
⑤ 上下流の状況

同左

(4)タイミング ①氾濫危険水位（または避難判断水
位）に達する段階

②急激な水位上昇が予想され、氾濫 危
険水位に到達することが確実な段階

①国府川（八幡）で氾濫注意水位
を超過又は超過の恐れ

②堤防漏水など異常発見時

(5)回数 １河川１洪水１回 国府川（八幡）で１洪水１回
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ホットラインとタイムライン
３ 活用ガイドラインからの変更事項(1)

○ タイミング（平成10年「８．４水害」※水位上昇と被害との相関）

※H6～H28(1j時間水位観測記録あり期間）で最大の出水
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ホットラインとタイムライン
３ 活用ガイドラインからの変更事項(2)

○ 対象河川
・ 佐渡地域においては、水位周知河川が国府川（八幡）のみ
・ 八幡観測所は河口に近く、水防警報水位を超過することが少ない

・ 平成10年水害の実績として八幡水位観測所が氾濫注意水位を超過で支川で破堤
※ 下流（八幡水位観測所）が水位上昇時には上流では破堤の危険が高まっている

○ 危険度は未改修の上流（支川）が高い
○ 洪水実績から八幡水位観測所と上流の被害の関連が推定

対象河川を水位観測所のある河川で試行
※ 国府川流域以外の河川（石田川、久知川、羽茂川）についても同基準で試行

国府川（八幡） 水位 超過回数 超過年(H6～H28）

水防団待機水位(Lv1) 2.50m 4回 H7,H9,H10,H11

氾濫注意水位(Lv2) 2.70m 2回 H7,H10

避難判断水位(Lv3) 3.21m 1回 H10

氾濫危険水位(Lv4) 4.01m 0回
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ホットラインとタイムライン
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４ ホットラインの運用

(1) 事前情報
急激な水位上昇や局所的な被害等に対応するためにホットラインより前に担当レベルで

情報共有することにより、迅速な体制構築を目的に実施する。
○ 伝達情報

① 現在の水位状況
② 今後の水位上昇と降雨状況
③ 想定危険箇所と想定被害
④ 類似した過去の出水
⑤ 上下流の状況

○ タイミング
・ 水位周知河川（国府川：八幡）で水防団待機水位を超過し、今後も上昇する恐れ

がある場合
・ その他の支川等で越水等の恐れがある場合

○ 回数
・ 制限なし（ただし、佐渡市への負担を考慮し情報提供を行う）

(2) 伝受達順
緊急時に連絡が取れないことが予測されることから、第３位まで伝受達者を事前に決め
情報共有する。



ホットラインとタイムライン
４ タイムラインの運用

ホットラインを中
心に防災行動計

画を策定

事前警戒行動

災害警戒行動
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前線性出水を対象とした国府川沿川（佐渡市）の
避難勧告の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（案）

佐渡地域整備部 住民等佐渡市気象・水象情報

水防団待機水位到達
八幡水位観測所（水位2.50m）

□水防警報（準備）

氾濫注意水位到達
八幡水位観測所（水位2.70m）

平坦地雨量 ３時間雨量：124ｍｍ以上

□水防警報（状況）

□水防警報（状況）
□水位周知（氾濫危険情報）

□水防警報（出動）

堤防天端水位到達・越流
八幡水位観測所(水位5.40m)

□避難完了

□要配慮者避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

氾濫発生

□避難開始

□テレビ、ラジオ、インターネット等
による気象警報等の確認
□ハザードマップ等による避難所・
避難ルートの確認
□防災グッズの準備
□緊急時連絡先の確認
□自宅保全

□テレビ、インターネット、ラジオ等
による大雨や河川の状況を確認

□応援体制の確認、事前準備
□排水機場水門の操作 出動指示
□ホットライン事前情報
（水防団待機水位を越え今後上昇の恐れの場合）

□応急対応
□被災状況情報提供
□ダム洪水調節

※気象・水象情報に関する発表等のタイミング
については、地域・事象によって、異なります。

◇大雨に関する新潟県気象情報（随時)

◇大雨注意報・洪水注意報発表

□最終的な危険回避行動

□ダム・水門の操作人員・連絡体制等の確認
□気象情報（河川水位、雨量、降水短時間予報）等を
収集
□第１次配備体制（情報連絡体制の確保）

大雨発生

□地区支部長へ準備指示
□避難所開設の準備

□地区支部長へ出動指示
□巡視・水防活動状況報告

国府川
八幡水位観測所

□避難が必要な状況が夜間・
早朝の場合は、避難準備
情報の発令判断

□第１次配備（警戒体制）移行(警戒レベル１）

□必要に応じ第２次配備（警戒レベル１）
警戒本部設置

□佐渡市地域防災計画に基づき行動

□避難勧告発令（警戒レベル３）

□避難指示（緊急）発令
（警戒レベル４～５）
避難勧告の発令基準を基に市長が判断・発令

佐渡市

□新潟県、警察、指定地方行政機関等との
連携体制を確保

【水防待機基準】
・大雨注意報・洪水注意報発表（推奨）
・水防団待機水位に到達（推奨）
・大雨警報・洪水警報発表（必須）

-5.5h

-4.0h

-2.5h

0h

-5.0h

※避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（案）（内閣府：平成26年4月）を参考に作成。また、国からの情報もあるが、割愛している。
※時間経過や対応項目については想定で記載しており、各地域や自治体の体制及び想定する気象経過に応じた検討が必要である。
※気象台のホットライン・緊急速報メール（大雨特別警報・記録的短時間大雨情報）は、以下によらず、市町村において避難勧告発令を判断する目安の一つとなる。

□第２次配備体制

□水防警報（氾濫発生）
□水位周知（氾濫発生情報）

□河川巡視開始
□建設業協会へ巡視指示

□ホットライン（地域整備部長→市長）
※ １回のみ

□避難勧告発令状況確認
□河川巡視
□応急対応
□情報収集・発信（広報）

赤文字：必須
黒文字：推奨・任意

参考時間

□避難準備・高齢者等避難開始情報発令状況等確認

□河川巡視
□排水機場水門操作
□情報収集・発信（広報）

経
過
時
間
は
危
険
水
位
を
設
定
時
の
リ
ー
ド
タ
イ
ム
で
設
定

【第２次配備待機基準】
・氾濫注意水位に到達さらに上昇（必須）

□第３次配備体制（全職員）
□災害対策会議設置
□被害状況の把握
□被害状況の発表
□応急工事着手

避難解除

□警戒準備体制移行
□気象台へ気象情報の確認

◇大雨特別警報発表

□緊急情報伝達システム、メール配信サービス、防災ス
ピーカー、ＣＡＴＶ、ＨＰ、データ放送等による周知

□避難所開設
□気象台、河川管理者からの助言を求める

□避難の準備（要配慮者以外）
□緊急情報伝達システム、メール配
信サービス、防災スピーカー、ＣＡ
ＴＶ、ＨＰ、データ放送等による
避難準備情報確認

□災害対策機械の派遣要請
□自衛隊派遣要請準備確認
□緊急情報伝達システム、メール配信サービス、防災ス
ピーカー、ＣＡＴＶ、ＨＰ、データ放送等による周知

□緊急情報伝達システム、メール
配信サービス、防災スピーカー、
ＣＡＴＶ、ＨＰ、データ放送等によ
る周知による避難勧告確認
【再掲】

□緊急情報伝達システム、メール
配信サービス、防災スピーカー、
ＣＡＴＶ、ＨＰ、データ放送等によ
る周知による避難指示確認
【再掲】

□緊急情報伝達システム、メール配信サービス、防災ス
ピーカー、ＣＡＴＶ、ＨＰ、データ放送等による周知

□排水ポンプ車要請
□大規模被害が想定される場合、自衛隊派遣要請

避難判断水位到達
八幡水位観測所（水位3.21m）

氾濫危険水位到達
八幡水位観測所（水位4.01m）

□被災状況情報提供
□ダムただし書き操作情報
□リエゾンの派遣

□排水ポンプ車要請
□緊急調査(TEC-FORCE）
□県庁へ職員派遣要請

□必要に応じ第３次配備（警戒レベル２）
災害対策本部設置

□必要に応じて避難開始□必要に応じ避難勧告発令（警戒レベル３）

□緊急情報伝達システム、メール
配信サービス、防災スピーカー、
ＣＡＴＶ、ＨＰ、データ放送等によ
る周知等による避難勧告確認

□避難準備・高齢者等避難開始情報発令



佐渡地域における中小河川ホットラインの運用［暫定］

河川管理者から市町村長等へのホットラインとは、市町村長が行う
避難勧告等の発令の判断を支援するための情報提供の一環として、
河川管理者から、必要に応じ河川の状況、水位変化、今後の見通し
等を市町村長等へ直接電話等で伝える仕組みのこと。

※ 中小河川ホットライン活用ガイドラインより

１ 対象河川 水位周知河川 国府川（八幡）
水位計設置河川 国府川（新穂）、藤津川、小倉川、

大野川（皆川・白原）、羽茂川、久知川、石田川

２ 伝受達者 伝達者 河川管理者（佐渡地域振興局地域整備部長）
受達者 避難勧告・指示発令者（佐渡市長）

３ 提供情報 伝達者から 現在の水位、今後の水位上昇と降雨状況、
想定危険箇所、想定被害、類似の過去出水、
ダム等の状況

受達者から 避難勧告・避難指示状況・一般被害・水防状況

４ タイミング 水位周知河川 氾濫注意水位(Lv2)超過又は超過の恐れがある場合
八幡水位観測所 氾濫注意水位 2.70ｍ※

※ 過去の出水及び被害履歴より支川氾濫の危険がある水位

※ 上記以外に堤防漏水など異常を発見した場合
※ 市長へのホットラインは原則として１河川１回
※ 複線化として同時に、治水課長から建設課長へ連絡

５ 事前情報 水位周知河川 水防団待機水位超過し今後上昇の恐れがある場合
治水課長から建設課長へ事前情報提供を行う

６ 伝受達順 緊急時に連絡がとれない場合、次順位者により伝受達を行う
伝達順位 河川管理者 佐渡市

第１順位 地域整備部長 市長

第２順位 地域整備部副部長（技術） 副市長

第３順位 地域整備部副部長（事務） 建設部長

堤
防

河川
住宅地

レベル５

レベル４

レベル３

レベル２

レベル１

安全

水防団待機水位

氾濫注意水位

避難判断水位

氾濫危険水位

氾濫の発生

水防団が待機する目安となる水位

河川の氾濫を注意する水位

避難準備・高齢者等避難開始を発表する水位

避難勧告を発表する水位

避難完了の目安となる水位


